農地の貸借や売買のあっせんをご希望の方
提出書類
１．農地の貸借売買等意向調査票
２．アンケート
以上の２点にご記入のうえ、お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員、もしくは農業委員会事務局（市役所4階）、支所環境産業課（アスピアこだま2階）のいずれかにご提出ください。
※ご提出後、農業委員会事務局から内容確認のため電話をさせていただく場合があります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
調査票に記載された農地について、農業委員会事務局に耕作者から借りたい及び買いたい相談があった場合に情報を提供させていただきます。
つきましては、以下の注意事項について、ご確認ください。
・耕作者が決まった場合は必ず連絡してください。
耕作者から相談があり所有者様にご案内する際に、すでに新たな耕作者が決まっている場合が見受けられます。農業委員会事務局を通さずに新たな耕作者が決まった場合は、必ず事務局までその旨のご連絡をお願いいたします。
・調査票の有効期間はおおむね３年間です。
農地の情報は調査票を提出されてから3年後の年度末まで登録します。例えば、令和8年6月に調査票を提出した農地の情報は、令和11年度末（令和12年3月末日）まで登録します。以降も希望がある場合は、あらためて調査票のご提出が必要となります。
・農地の適正な管理をお願いいたします。
農地が耕作できる状態であるほうが新たな耕作者が決まる可能性が高いです。引き続き、雑草の駆除など農地の適正な管理をお願いいたします。
・契約内容に関する交渉の仲介は行っていません。
農業委員会では貸借の期間や賃料等に関する交渉などの仲介は行いません。耕作者と農地所有者で直接話し合って契約に関する内容を決めてください。貸借を結ぶ場合は、原則、農地中間管理事業での貸借の手続きが必要となります。農地の場所によっては、賃料の参考となる料金がありますので、お問い合わせください。

ご連絡先：本庄市農業委員会事務局　電話番号：0495-25-1179（直通）
